
平
成
２５
年
度
福
祉
医
療
費
助
成
実
績
お
よ
び 

各
種
届
出
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ 

●
予
防
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
！ 

　
日
頃
か
ら
の
健
康
維
持
と
早
期
発
見
・
早
期

治
療
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

●
こ
ん
な
時
は
必
ず
届
出
を
！ 

・
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た
時 

・
住
所
や
氏
名
が
変
わ
っ
た
時 

・
転
出
す
る
時
（
医
療
費
受
給
者
証
を
必
ず
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

・
生
活
保
護
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
時 

・
交
通
事
故
な
ど
に
よ
る
ケ
ガ
で
診
療
を
受
け

た
時 

●
学
校
で
ケ
ガ
を
し
た
ら
？ 

　
学
校
管
理
下
で
の
ケ
ガ
に
よ
り
医
療
機
関
等

で
受
診
さ
れ
る
時
に
は
、
健
康
保
険
証
の
み
提

示
し
、
一
度
自
己
負
担
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
自
己
負
担
し
た
医
療
費
に
つ
い
て
は
災
害
共

済
給
付
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

問
い
合
わ
せ
先 

健
康
福
祉
課
　
国
保
医
療
係 

　（
内
線
３
５
５
・
３
５
６
） 

平
成
２５
年
度
福
祉
医
療
費
助
成
実
績
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

福祉医療費助成実績表 

医療制度 

乳幼児等 

こども 

母子家庭等 

重身障 

重精障 

老人 

高齢重身障 

高齢重精障 

精神疾患 

公費負担 

未熟児養育 

1,617 

933 

285 

197 

4 

89 

162 

4 

4 

13 

 

3,308

33,551 

23,610 

33,074 

170,345 

13,223 

53,713 

92,250 

50,560 

126,502 

35,276 

 

42,385

０歳～小学３年生 

小学４年生～中学３年生 

精神障害者保健福祉手帳１級 

身体の発育が未熟なまま出生した乳児 

精神障害者保健福祉手帳１級で 
低所得者 

老人医療以外の福祉医療受給者で 
特定疾患等の公費負担医療受給者 

６５歳以上７０歳未満 

身体障害者手帳１・２級または 
療育手帳Ａ判定 

精神障害者保健福祉手帳１級 

１８歳または２０歳までの子を監護する 
母子家庭等の母または父及びその子 

身体障害者手帳１・２級または 
療育手帳Ａ判定 

合　　計 

対象年齢等 
受給者数（人） １人あたり医療費助成額（円） 受給者数（人） 

平成２４年度 

1,583 

913 

276 

191 

3 

89 

163 

4 

4 

11 

2 

3,239

32,289 

23,636 

31,472 

174,052 

67,406 

65,084 

85,846 

28,988 

127,592 

41,932 

125,590 

41,895

平成２５年度 

１人あたり医療費助成額（円） 

後
期
高
齢
者
加
入
者 

１０ 

７０歳未満の方の国民健康保険高額療養費 
自己負担限度額が変更に 

　同一月内の医療費の負担が高額となり、定められた自己負担限度額を
超えた場合、超えた分は高額療養費として支給されます。この自己負担
限度額について、７０歳未満の方は平成２７年１月から所得区分が細分化
されて、３区分から５区分に変更になります。また、高額介護合算療養
費の算定基準額なども見直されます。 

■平成２６年１２月診療分まで（３区分）…（月額） 

※総所得金額等＝総所得金額－基礎控除（３３万円） 

■平成２７年１月診療分から（５区分）…（月額） 

上位所得者 

総所得金額等※ ３回目まで（１２か月以内で） 

１５０,０００円＋（医療費－５００,０００円）×１％ 

８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％ 

３５,４００円 

４回目以降 

総所得金額等※ ３回目まで（１２か月以内で） ４回目以降 

８３,４００円 

４４,４００円 

２４,６００円 

６００万円超 

６００万円以下 

２５２,６００円＋（医療費－８４２,０００円）×１％ 

１６７,４００円＋（医療費－５５８,０００円）×１％ 

８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％ 

１４０,１００円 

９３,０００円 

４４,４００円 

４４,４００円 

９０１万円超 

２１０万円以下 

６００万円超 ９０１万円以下 

２１０万円超 ６００万円以下 

住民税非課税世帯 

５７,６００円 

３５,４００円 ２４,６００円 住民税非課税世帯 

一　般 

上位所得者 

一　般 



問い合わせ先　福崎町役場　住民生活課　　22－0560（内線372・373） 

◆ごみの収集◆ 

○…通常どおり収集　◎…可燃ごみの全町収集（不燃･粗大･資源ごみは収集しません。） 

※個人で行った家屋解体に伴う埋立ごみや廃木材は、 
　区長さんに『一般廃棄物処理（投棄）申請書』を 
　もらっていただき、その申請書と印鑑を持って 
　役場にお越しください。 
　（年末は１２月２６日まで　年始は１月５日から） 

※持ち込みは軽四以下に限ります。（１台１,１００円） 
※区長さんの証明『一般廃棄物処理（投棄）申請書』を 
　もらっていただき、直接、大貫不燃物中継基地に搬入してください。 

月　日 
通　夜 
火　葬 
ペットの火葬 

12/27（土） 
○ 
○ 
△ 

12/28（日） 
○ 
○ 
△ 

12/29（月） 
○ 
○ 
△ 

12/30（火） 
× 
○ 
▲ 

12/31（水）～1/2（金） 
休　み 
休　み 
休　み 

1/6（火） 
○ 
× 
× 

1/4（日） 
○ 
○ 
△ 

1/3（土） 
○ 
○ 
△ 

1/5（月） 
× 
○ 
○ 

◆ごみの収集◆ 

○…計画収集日 

◆し尿くみ取り◆ 

◆こうふく苑◆ 

12/29（月） 
○ 

12/30（火）～1/4（日） 
休　み 

1/5（月） 
○ 

◆ごみの持ち込み◆ 

※ごみの持ち込みをされる場合は、ごみの分別 
　を確実に行い、家庭ごみ分別表にある受入基 
　準や処理困難物等に注意してください。 

○…持ち込み可 
《受付時間》 ８：３０～１２：００ 
 　　　　　１３：００～１６：３０ 

12/27（土） 
休み 

12/26（金） 
○ 

12/28（日） 
休み 

12/29（月） 
○ 

12/30（火） 
○ 

12/31（水）～1/4（日） 
休　み 

1/5（月） 
○ 

【くれさかクリーンセンター】 
★可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・家屋解体ごみ 

【大貫不燃物中継基地】 
★埋立ごみ 

○…持ち込み可 
《受付時間》８：３０～１２：００　１３：００～１７：００ 

年末のくれさかクリーンセンターへの持ち込みは、混雑が
予想されますので、できるだけ早い時期にお願いします。 

★計画収集の方はカレンダーどおり１２月２９日（月）ま
で収集を行います。 
★年末の緊急及び計画収集以外のくみ取りの申込は
１２月２２日（月）まで受け付けます。２４日（水）以降の
申込分は年内に処理できない場合がありますので、
ご注意ください。 
★年始は１月５日（月）から収集を始めます。 
★迅速なくみ取りを行うために早めの申込をお願いします。 

○…利用できます。 
×…利用できません。 
△…ペットの火葬については、一般火葬のある日に限り利用で
　　きます。利用当日に必ず「こうふく苑（　０７９－２３２－３１９６）」
　　へ確認のうえ、予約をしてください。 
▲…「１２/３０のペットの火葬」については、午前８時３０分から 
　　１２時まで利用できます。当日に予約をしてください。 

※くみ取り日には、作業をしやすいよう
にしてください。 
・くみ取り口に物を置いたりしない
でください。 
・犬を飼っている方は、作業の妨げ
にならない所につないでください。 

※くみ取り料は「し尿くみ取り券」で支
払ってください。 

★通夜、火葬の予約は葬儀会社を通じて
行ってください。 
　（２４時間受け付けています。） 

12/26（金） 
○ 

12/27（土） 
休み 

12/28（日） 
休み 

12/29（月） 
◎ 

12/31（水）～1/3（土） 
休　み 

12/30（火） 
◎ 

1/4（日） 
◎ 

1/5（月） 
○ 

12/26（金） 
○ 

12/27（土） 
○ 

12/28（日） 
○ 

12/29（月） 
○ 

12/30（火）～1/3（土） 
休　み 

1/4（日） 
○ 

1/5（月） 
○ 

1/6（火） 
休み 

１１ 



〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

〜
福
崎
の
身
近
に
あ
る
歴
史
を
掘
り
起
こ
そ
う
〜 

武
庫
川
女
子
大
学
　
非
常
勤
講
師
　
井
上
勝
博 

播
磨
の
な
か
の
福
崎
町 

〜
王
権
と
諸
地
域
〜 

　
福
崎
町
で
は
、
町
の
歴
史
と
文

化
を
堀
り
お
こ
す
仕
事
と
し
て
、

「
播
磨
国
風
土
記
」
に
つ
い
て
の

調
査
を
す
す
め
て
い
ま
す
。
「
風

土
記
」
の
な
か
か
ら
町
に
か
か
わ

る
こ
と
が
ら
を
と
り
上
げ
、
そ
の

解
説
を
つ
く
る
こ
と
も
、
そ
う
し

た
と
り
く
み
の
一
つ
で
す
。 

　
「
風
土
記
」
は
、
奈
良
時
代
の

地
誌
。
そ
の
地
に
伝
わ
る
神
話
や

伝
説
、
さ
ら
に
は
当
時
を
生
き
た

「
古
老
」
の
〈
生
の
証
言
〉
な
ど
、

古
代
の
地
域
社
会
を
浮
き
彫
り
に

し
て
く
れ
る
草
の
根
の
情
報
の
宝

庫
で
す
。
な
か
で
も
、
「
播
磨
国

風
土
記
」
は
、
国
家
に
よ
る
編
集

が
そ
れ
ほ
ど
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
ほ
ぼ
一
国
全
域
の
記
事
が

残
る
の
も
奇
跡
的
で
、
福
崎
町
の

古
代
の
姿
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

で
は
、
広
く
播
磨
の
な
か
で
福
崎

町
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て

い
た
の
か
？
　
畿
内
の
王
権
と
の

か
か
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ

の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

　
「
風
土
記
」
に
よ
れ
ば
、
神
前

郡
の
郡
名
は
、
高
岡
里
の
神
前
山

に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
神
前
山
は
、

現
在
の
福
崎
町
山
崎
に
あ
る
神
崎

山
の
こ
と
と
み
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
伊
和
大
神
の
子
で
あ
る

建
石
敷
命
が
鎮
座
す
る
と
さ
れ
、

そ
れ
が
こ
の
山
の
名
か
ら
郡
名
が

と
ら
れ
た
背
景
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
伊
和
大
神
は
、
現
在
の
宍
粟
市

一
宮
町
に
あ
る
伊
和
神
社
を
根
拠

と
し
、
揖
保
川
の
流
域
を
は
じ
め

広
く
播
磨
に
、
そ
の
信
仰
を
伸
ば

し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
神
は
、「
古

事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
な
ど
に

は
姿
を
み
せ
ず
、
地
域
色
が
強
い
。

伊
和
大
神
を
奉
る
集
団
は
、
畿
内

の
王
権
が
力
を
伸
ば
し
て
く
る
以

前
、
古
く
か
ら
播
磨
の
地
に
、
そ

の
勢
力
を
広
く
根
づ
か
せ
て
き
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

　
一
方
、
建
石
敷
命
も
、
神
前
郡

あ
た
り
の
地
域
神
の
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
伊
和
大
神
の
子
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
建
石
敷
命
を
奉
る
集

団
が
、
一
定
の
自
立
性
・
独
自
性

を
保
ち
つ
つ
伊
和
大
神
を
奉
る
勢

力
の
一
端
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

あ
ら
わ
す
も
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら

に
、
福
崎
町
の
北
に
近
接
す
る
神

河
町
宮
野
に
は
建
石
敷
命
の
名
に

通
じ
る
立
岩
神
社
が
あ
り
、
そ
の

社
伝
に
よ
れ
ば
、
宍
粟
の
伊
和
神

社
の
分
霊
を
勧
請
し
た
の
が
始
ま

り
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
も
「
風
土

記
」
の
記
事
と
対
応
す
る
こ
と
が

ら
で
、
こ
の
地
域
と
伊
和
大
神
の

勢
力
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
を
あ

ら
わ
し
て
い
ま
す
。 

　
こ
こ
で
、
「
風
土
記
」
に
み
え

る
他
の
郡
名
に
つ
い
て
み
て
み
ま

し
ょ
う
。
宍
禾
・
讃
容
・
揖
保
、

そ
れ
に
神
前
を
合
わ
せ
た
四
郡
の

郡
名
は
、
伊
和
大
神
に
由
来
し
ま

す
。 

　
一
方
、
賀
古
・
印
南
・
飾
磨
・

賀
毛
・
美
嚢
の
諸
郡
で
は
、
天
皇

な
い
し
王
族
の
事
績
が
郡
名
の
起

源
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
こ
と
は
、
播
磨
で
も
、
と

く
に
南
東
の
諸
郡
に
は
、
畿
内
の

王
権
の
政
治
的
な
影
響
力
が
、
は

や
く
か
ら
強
く
及
ん
だ
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
逆
に
北
西
諸
郡
に
は
、
古
く

か
ら
の
伊
和
大
神
と
そ
の
信
奉
勢

力
の
力
が
根
強
く
残
り
、
王
権
の

進
出
が
比
較
的
お
そ
く
弱
含
み
で

進
ん
だ
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

伊
和
大
神
の
活
躍
す
る
記
事
が
北

西
諸
郡
に
多
く
あ
ら
わ
れ
、
南
東

の
諸
郡
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い

こ
と
も
、
こ
う
し
た
見
方
と
通
じ

ま
す
。
畿
内
と
の
地
理
的
遠
近
と

い
う
点
か
ら
み
て
も
、
こ
の
想
定

は
の
み
込
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。 

　
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
播
磨
に

お
け
る
神
前
郡
に
つ
い
て
み
る
と
、

伊
和
大
神
の
勢
力
の
影
響
が
大
き

い
北
西
諸
郡
の
う
ち
に
、
さ
し
あ

た
り
色
分
け
さ
れ
る
一
方
で
、
南

東
諸
郡
に
隣
接
す
る
境
界
的
な
位

置
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

さ
ら
に
福
崎
町
の
周
辺
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
神
前
郡

の
北
部
は
、
西
に
宍
粟
郡
と
接
し

峠
越
え
の
道
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

郡
名
の
起
源
と
も
な
っ
た
神
前
山

を
は
じ
め
、
北
よ
り
の
地
域
に
伊

和
大
神
の
勢
力
と
の
古
く
か
ら
の

関
わ
り
の
痕
跡
が
強
く
残
る
の
は
、

こ
の
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
し
ょ

う
。
一
方
、
南
部
は
、
東
に
賀
毛

郡
と
境
を
接
し
、
南
で
は
市
川
と

蔭
山
里
を
介
し
て
飾
磨
郡
に
通
じ

て
い
ま
す
。
な
か
で
も
福
崎
町
南

部
と
か
さ
な
り
八
千
種
地
区
を
含

む
多
駝
里
は
、
東
に
比
較
的
低
い

峠
で
賀
毛
郡
と
通
じ
、
市
川
に
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～保育所入所児童の保護者のみなさんへ～ 

多子世帯保育料軽減制度の案内 
　子育て家庭の支援を通じて、子どもを生みやすい

環境づくりを推進するため、多子世帯の保育所入所

児童の保育料の一部を助成し、多子世帯における経

済的負担の軽減を図る制度が本年度も兵庫県で実施

されます。この制度を受け、福崎町では対象世帯に

軽減額を助成します。 

＜助成対象世帯＞ 

　同一世帯で１８歳未満の子どもが３人以上いて、か

つ第３子以降の子どもが現在保育所に通っている世

帯 

※１８歳未満の子どもとは、平成８年４月２日以降生

まれの子どもです。ただし、結婚や就職等により

該当しない場合もあります。 

＜所得要件＞ 

　世帯の前年の所得税合計額が９６,６００円以下の世帯 

※福崎町の保育料徴収基準額表で第２階層から第４

階層に該当し、保育料が次の世帯 

　・３歳未満で３０,０００円以下 

　・３歳以上で２７,０００円以下 

＜助成する金額＞ 

　月額５，０００円を超える保育料に対して 

　●３歳未満児は、月額５，５００円を限度 

　●３歳以上児は、月額４，０００円を限度 

※保育料が月額５,０００円以下の場合は助成対象外 

※年齢は平成２６年３月３１日現在 
 

★該当者には１月に申請書を提出していただき、３

月までの保育料納付が確認できた後、３月末に軽

減額を助成します。 

　福崎町では、都市計画道路高橋山崎線、大門福田線
及び　川田尻線の計画変更を予定しています。 
　このたび、計画変更に係る素案を作成しましたので、
都市計画法にもとづく縦覧を行います。 
縦覧期間　１２月９日（火）～２４日（水） 
　　　　　８：３０～１７：１５（土・日・祝日除く） 
縦覧場所 
 
 
 
 
 
意見書の提出について 
　中播都市計画道路計画変更素案に対し、意見書を提
出することができます。意見のある場合は、上記縦覧
期間中に素案についての意見をできるだけ具体的に記
載した書面を、「高橋山崎線」については兵庫県知事
に、「大門福田線」、「　川田尻線」については福崎町
長に提出してください。（郵送可） 
※高橋山崎線は県決定、大門福田線・　川田尻線は町
決定のため、意見書の宛名が異なります。 
問い合わせ・意見書提出先 
●高橋山崎線について 
　〒６５０－８５６７　神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号 
　　兵庫県県土整備部まちづくり局 
　　都市計画課　施設班（　０７８－３６２－４３０７） 
●大門福田線・　川田尻線について 
　〒６７９－２２８０　福崎町南田原３１１６番地の１ 
　　福崎町役場まちづくり課　都市計画係（内線３３６） 

　福崎町では、「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」を利
用したインターネットによる電子申告システムを
導入しています。ぜひご利用ください。 
 
ｅＬＴＡＸとは　地方税ポータルシステムの呼称で、
地方税における申告な 
　どの手続きをインター 
　ネットを利用して電子 
　的に行うシステムです。 
 
■ｅＬＴＡＸのメリット 
・インターネットを利用するため、自宅やオフィ
スから手続きを行うことができます。 
・複数の地方公共団体へまとめて申告できます。 
・ｅＬＴＡＸが提供している無償ソフトで申告書
が簡単に作成できます。 

■ｅＬＴＡＸでできる手続き 

税　目 手続き内容・様式など 

個人町民税 

法人町民税 

固定資産税 

（申告）給与支払報告書、給与所得者異動届、普
通徴収から特別徴収への切替申請など 

（届出）特別徴収義務者の所在地・名称変更届 

（申告）中間申告、確定申告、予定申告、修
正申告など 

（届出）法人設立、設置、異動届など 

【償却資産】 
（申告）全資産申告、増加・減少資産申告、修正申告など 

問い合わせ先 
○ｅＬＴＡＸについて　ヘルプデスク　０５７０－０８１４５９ 
○申告内容について　役場　税務課（内線３４４・３４５） 

１３ 

中播都市計画道路計画変更素案 
縦覧のお知らせ 

道路の名称 

高橋山崎線 

大門福田線 
　川田尻線 

縦覧場所 

福崎町まちづくり課（役場１階）および 
兵庫県都市計画課（県庁１号館１１階） 

福崎町まちづくり課（役場1階） 



農業委員会

農業委員会 
だより 

　農地中間管理事業の推進に関する法律にもとづき、

農地の借受を希望する方を募集します。農地中間

管理事業を活用して農地を借り受けるには、あら

かじめ申込が必要です。 

募集期間　１２月５日（金）～１月５日（月） 

申込方法　メール、ファックス、郵送で、所定の

申込書（ダウンロード可能）を兵庫みどり公社へ。

持参の場合は、最寄りの農地管理事務所（農林振

興事務所）へ。 

問い合わせ先　（公社）兵庫みどり公社 

　　　０７８（３６１）８１１４　FAX０７８（３６１）８１２８ 

　　ホームページ　http://www.forest-hyogo.jp

「農地の借受」を希望する方　募集 

　１０月１８日、市川河川公園で家族ふれあいイベン
トが開催されました。参加者は、福崎・田原幼児園・
サルビア保育園の園児、地元の小学１・２年生とそ
の家族です。 
　すがすがしい秋晴れのもと、地元大学生による
紙芝居、水の広場のプールでのアマゴとモクズガ
ニのつかみどりなどを楽しみました。捕まえた魚は、
市川流域アメニティ研究会のみなさんにより、ア
マゴの塩焼きやもちむぎ素麺入りのモクズガニの
カボチャ汁として振る舞われ、試食を通じて川の
恵みを思い出させるよい機会となりました。 
　　　　　市川の自然を守る会 
　　　　　（事務局：農林振興課内・内線３１０） 

市川河川公園 
家族ふれあいイベント開催 

１４ 

　１０月２１日、神河町の大河内保健福祉センターで神崎郡３町合同の農業
委員研修会が開催され、郡内各町の農業委員が出席しました。 
　神崎郡農業委員会協議会・廣納会長、来賓の神河町・細岡副町長のあい
さつの後、兵庫県農政環境部農業経営課集落農業活性化班長の宮島康彦さ
んにより「地域農業の将来を考える」というテーマの講演が行われました。
講演では、兵庫県と神崎郡内の人口推移、農家の高齢化、農家数の減少、担い手の状況、農家の経営状況
など、基礎的な情報の提供のほか、農業についての住民の悩みや不安感をどのようにして取り除いていく
のか、行政関連機関がどのような支援を行っていくべきか、地域で話し合うことが課題を解決するのに不
可欠であると説明がありました。 
　「人・農地プラン」については、地域農業における人と農
地の問題を一体的に解決できる方法のひとつであり、今、正
に話し合うべき時期であることを力説されました。また、農
地中間管理機構による農地借受希望者の募集が行われました。
郡内では３企業が応募しています。地域の担い手が不足し、
外部からの企業参入を受けざるを得ない場合には、県におい
ても引き合わせることが可能と、頼もしい言葉をいただきま
した。 
　これからも農業委員会は、このような合同研修会を開催し
て、郡内農業委員の知識の向上を図るとともに、意見交換を
行い、地域農業の発展に努めていきます。 

神崎郡農業委員会合同研修会　開催 

問い合わせ先　 
福崎町農業委員会（農林振興課内・内線３１０） 


